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「今のところ健康だから大丈夫」「家族みんな仲良しだから相続問題は関係ない」
と思って安心しているご家庭こそ一度聞いていただきたい内容になっています。

主催 ディアパートナー行政書士事務所

代表 瀧澤重人

本セミナーのお問い合わせ・お申込は電話･メール・Google フォームにて受け付けております。

ディアパートナー行政書士事務所

〒390-0805 長野県松本市清水1-7-19-1
TEL

Mail

困らない
揉めないための

「相続の悩みを士業に相談をするのは少し敷居が高い。どんな専門家を訪ねていいかわからない」
などのお声をよく耳にします。そのような方の為に、相続のどのような分野の問題でも幅広くご相
談いただける最初の窓口として、地元の皆さんに多くご利用いただいています。
また、具体的な対策の実行の際は、必要に応じて各方面の専門家と協力しながら連携をとり、解決
まで安心できるサポート体制を整えています。【協力：相続トータルサポート信州】

解決まで安心できるサポート体制

 3月29日（土）
相続の基本と手続きの流れ1

誰でもできる相続対策のあれこれ2

揉めてしまう原因とその事例の紹介3

認知症や寝たきりになった場合は4

認知症対策の切り札家族信託とは5
家族の絆を壊さない

思いやりの相続 他
6

10:00～11:30

松本市勤労者福祉センター
（松本市中央4丁目7番26号 電話:0263-35-6286）

開催日

会場

参加費 1,000円（税込）※一組様につき

セミナー内容 セミナー開催詳細

日程が合わない方は個別相談のみ承ります。裏面よりお申込みください。

通常有料の個別相談を
にて承ります

＊別日での対応となります

参加者特典
 相続対策はいつ何から始めたらいいのか？
 いろいろな制度があるが難しくてよくわからない
 我が家の資産状況をしっかり把握できていない
 家族で話し合いをしたいがなかなか切り出せない
 相続の相談をできる人が近くにいない など

こんなお悩み抱えていませんか？

info@dp01.co.jp 参加申込
Googleフォーム

認知症･相続対策セミナー
家族信託や遺言書などを活用した
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